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令和 7年 2月 1日　第 3 2 6 号

助
成
業
務

　

私
学
事
業
団
で
は
、今
年
度
実
施
し
た「
令

和
６
年
度
学
校
法
人
基
礎
調
査
」
を
基
に
５

年
度
決
算
デ
ー
タ
を
集
計
し
、
６
年
度
版
の

「
今
日
の
私
学
財
政
（
大
学
・
短
期
大
学
編
）」

と
「
今
日
の
私
学
財
政
（
高
等
学
校
・
中
学�

校
・
小
学
校
編
）」
と
し
て
と
り
ま
と
め
、
当�

該
部
門
を
設
置
す
る
学
校
法
人
に
Ｃ
Ｄ　

Ｒ

Ｏ
Ｍ
を
送
付
し
ま
し
た
。

　

毎
年
、「
学
校
法
人
基
礎
調
査
」
に
ご
協

力
い
た
だ
い
て
い
る
学
校
法
人
の
皆
様
に
は
、

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
本
誌
で
は
、
こ
れ
ら
の
集
計
結
果
に

基
づ
き
、
大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
学
校
の

財
務
状
況
に
つ
い
て
概
略
を
説
明
し
ま
す
。

法
人
種
別
の
事
業
活
動
収
支
差
額
比
率（
表
１
）

　

事
業
活
動
収
支
差
額
比
率
と
は
、
事
業
活

動
収
入
か
ら
事
業
活
動
支
出
を
差
し
引
い
た

基
本
金
組
入
前
当
年
度
収
支
差
額
の
、
事
業

活
動
収
入
に
対
す
る
割
合
で
す
。
同
比
率
の

プ
ラ
ス
幅
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
自
己
資
本
の

充
実
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
経
営
の
健
全

化
の
た
め
に
は
同
比
率
が
プ
ラ
ス
の
状
態
を

継
続
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。反
対
に
、

同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

年
度
の
事
業
活
動
収
入
で
事
業
活
動
支
出
を

賄
う
こ
と
が
で
き
ず
、
自
己
資
本
を
取
り
崩

す
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
の
要
因
が
臨
時
的

な
場
合
は
別
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況

が
長
期
間
続
く
と
経
営
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、

資
金
繰
り
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。

◆
大
学
法
人

　

５
年
度
の
基
本
金
組
入
前
当
年
度
収
支�

差
額
は
４
年
度
か
ら
減
少
し
、
事
業
活
動
収

支
差
額
比
率
は
４
年
度
の
５
・
０
％
か
ら�

３
・
８
％
へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
の
法
人
数
は�

５
６
２
法
人
の
う
ち
２
５
２
法
人
で
、
そ
の�

割
合
は
44
・
８
％
と
な
り
、４
年
度
の
38
・
５�

％
か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。な
お
、同
比
率
が

マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の
法
人
数
は
41
法
人
で
、

４
年
度
の
32
法
人
か
ら
増
加
し
て
い
ま
す
。

◆
短
期
大
学
法
人

　

５
年
度
の
基
本
金
組
入
前
当
年
度
収
支
差�

額
は
４
年
度
か
ら
減
少
し
、事
業
活
動
収
支
差�

額
比
率
は
４
年
度
の
マ
イ
ナ
ス
２
・
０
％
か
ら�

マ
イ
ナ
ス
５
・
６
％
へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
の
法
人
数
は�

93
法
人
の
う
ち
58
法
人
で
、
そ
の
割
合
は

62
・
４
％
と
な
り
、
４
年
度
の
58
・
９
％�

か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
同
比
率
が

マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の
法
人
数
は
、
４
年
度

–

大
学・短
期
大
学・高
等
学
校
の
財
務
状
況《
令
和
５
年
度
決
算
集
計
》

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
　
私
学
情
報
室

【大学法人】

年度 集計 
法人数

事業活動収入計
（A）

百万円

事業活動支出計
（Ｂ）

百万円

基本金組入前
当年度収支差額
（C＝A－B）

百万円

事業活動収支
差額比率（C/A）

％

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）

　 （うち△20%未満）

法人数 割合（％） 法人数 割合（％）
令和元 555 6,708,252 6,452,083 256,169 3.8 236 42.5 41 7.4
　　２ 560 6,913,576 6,531,082 382,493 5.5 194 34.6 28 5.0
　　３ 562 7,179,530 6,662,286 517,244 7.2 167 29.7 30 5.3
　　４ 564 7,251,863 6,885,853 366,010 5.0 217 38.5 32 5.7
　　５ 562 7,323,112 7,041,266 281,846 3.8 252 44.8 41 7.3

【短期大学法人】

年度 集計 
法人数

事業活動収入計
（A）

百万円

事業活動支出計
（Ｂ）

百万円

基本金組入前
当年度収支差額
（C＝A－B）

百万円

事業活動収支
差額比率（C/A）

％

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）

　 （うち△20%未満）

法人数 割合（％） 法人数 割合（％）
令和元 100 144,985 149,555 △ 4,570 △ 3.2 64 64.0 12 12.0
　　２ 97 143,630 144,401 △ 771 △ 0.5 52 53.6 15 15.5
　　３ 96 143,489 144,116 △ 627 △ 0.4 60 62.5 11 11.5
　　４ 95 141,845 144,657 △ 2,812 △ 2.0 56 58.9 20 21.1
　　５ 93 143,027 151,016 △ 7,988 △ 5.6 58 62.4 20 21.5

【高等学校法人】

年度 集計 
法人数

事業活動収入計
（A）

百万円

事業活動支出計
（Ｂ）

百万円

基本金組入前
当年度収支差額
（C＝A－B）

百万円

事業活動収支
差額比率（C/A）

％

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）

　 （うち△20%未満）

法人数 割合（％） 法人数 割合（％）
令和元 665 808,160 802,061 6,099 0.8 338 50.8 57 8.6
　　２ 667 830,037 801,167 28,870 3.5 260 39.0 30 4.5
　　３ 665 838,371 819,134 19,237 2.3 290 43.6 41 6.2
　　４ 669 869,162 847,718 21,443 2.5 320 47.8 44 6.6
　　５ 669 888,576 867,137 21,438 2.4 341 51.0 43 6.4

（注１）　大学法人…大学を設置している学校法人
（注２）　短期大学法人…大学法人以外で短期大学又は高等専門学校を設置している学校法人
（注３）　高等学校法人…大学法人・短期大学法人以外で、高等学校又は中等教育学校を設置している学校法人
（注４）　表示された数値以下の端数は個々に四捨五入しているため、差引等の数値と一致しないことがある。

表１　事業活動収支差額比率及び、同比率がマイナスの法人の割合（法人種別）
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助
成
業
務

助
成
業
務

と
同
じ
く
20
法
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
高
等
学
校
法
人

　

５
年
度
の
基
本
金
組
入
前
当
年
度
収
支
差

額
は
４
年
度
か
ら
減
少
し
、
事
業
活
動
収
支�

差
額
比
率
は
４
年
度
の
２・５
％
か
ら
２・４
％�

へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
の
法
人
数
は
６
６
９�

法
人
の
う
ち
３
４
１
法
人
で
、
そ
の
割
合
は

51
・
０
％
と
な
り
、
４
年
度
の
47
・
８
％
か

ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
同
比
率
が
マ

イ
ナ
ス
20
％
未
満
の
法
人
数
は
43
法
人
で
、

４
年
度
の
44
法
人
か
ら
減
少
し
て
い
ま
す
。

学
校
種
別
の
事
業
活
動
収
支
差
額
比
率（
表
２
）

◆
大
学

　

５
年
度
の
基
本
金
組
入
前
当
年
度
収
支
差

額
は
４
年
度
か
ら
減
少
し
、
事
業
活
動
収
支�

差
額
比
率
は
４
年
度
の
２・９
％
か
ら
２・７
％�

へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
の
学
校
数
は

６
０
７
校
の
う
ち
２
４
９
校
で
、
そ
の
割
合

は
41
・
０
％
と
な
り
、
４
年
度
の
36
・
１
％

か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
同
比
率
が

マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の
学
校
数
は
、
４
年
度

の
67
校
か
ら
91
校
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

◆
短
期
大
学

　

５
年
度
の
基
本
金
組
入
前
当
年
度
収
支
差

額
は
４
年
度
か
ら
減
少
し
、
事
業
活
動
収
支

差
額
比
率
は
４
年
度
の
マ
イ
ナ
ス
14
・
４
％

か
ら
マ
イ
ナ
ス
17
・
１
％
に
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
の
学
校
数
は

２
８
１
校
の
う
ち
２
２
７
校
で
、
そ
の
割
合

は
80
・
８
％
と
な
り
、
４
年
度
の
79
・
０
％

か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
比
率
が

マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の
学
校
数
は
、
４
年
度

の
１
３
６
校
か
ら
１
６
０
校
に
増
加
し
て
い

ま
す
。

◆
高
等
学
校

　

５
年
度
の
基
本
金
組
入
前
当
年
度
収
支
差

額
は
４
年
度
か
ら
増
加
し
、
事
業
活
動
収
支�

差
額
比
率
は
４
年
度
の
１・８
％
か
ら
１・９
％�

へ
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
の
学
校
数
は

１
２
８
１
校
の
う
ち
６
２
６
校
で
、
そ
の
割

合
は
48
・
９
％
と
な
り
、４
年
度
の
47
・
８
％

か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
同
比
率
が

マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の
学
校
数
は
、
４
年
度

の
１
４
０
校
か
ら
１
４
１
校
に
増
加
し
て
い

ま
す
。

運
用
資
産
と
要
積
立
額
（
表
３
）

　

学
校
法
人
の
持
続
的
か
つ
安
定
的
な
経
営

の
た
め
に
は
、
施
設
・
設
備
の
拡
充
・
更
新

や
、
教
職
員
の
退
職
金
の
支
払
い
及
び
奨
学

基
金
の
運
用
等
の
将
来
的
に
必
要
と
な
る
資

金
需
要
（
要
積
立
額
）
に
対
し
、現
金
預
金
・

有
価
証
券
・
特
定
資
産
と
い
っ
た
運
用
資
産

を
十
分
に
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
基
本
金
組
入

前
当
年
度
収
支
差
額
が
マ
イ
ナ
ス
の
状
況
が

続
く
等
の
要
因
で
資
金
的
な
余
裕
が
な
く
な

【大学】

年度 集計 
学校数

事業活動収入計
（A）

百万円

事業活動支出計
（Ｂ）

百万円

基本金組入前
当年度収支差額
（C＝A－B）

百万円

事業活動収支
差額比率（C/A）

％

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）

　 （うち△20%未満）

学校数 割合（％） 学校数 割合（％）
令和元 599 3,498,558 3,379,532 119,026 3.4 222 37.1 84 14.0
　　２ 608 3,600,163 3,458,322 141,841 3.9 191 31.4 70 11.5
　　３ 611 3,627,217 3,479,962 147,255 4.1 200 32.7 64 10.5
　　４ 612 3,692,116 3,585,800 106,317 2.9 221 36.1 67 10.9
　　５ 607 3,744,865 3,643,592 101,273 2.7 249 41.0 91 15.0

【短期大学】

年度 集計 
学校数

事業活動収入計
（A）

百万円

事業活動支出計
（Ｂ）

百万円

基本金組入前
当年度収支差額
（C＝A－B）

百万円

事業活動収支
差額比率（C/A）

％

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）

　 （うち△20%未満）

学校数 割合（％） 学校数 割合（％）
令和元 299 149,672 163,424 △ 13,752 △ 9.2 205 68.6 104 34.8
　　２ 298 155,151 167,039 △ 11,888 △ 7.7 206 69.1 95 31.9
　　３ 292 148,111 161,048 △ 12,937 △ 8.7 211 72.3 103 35.3
　　４ 286 135,924 155,529 △ 19,605 △ 14.4 226 79.0 136 47.6
　　５ 281 128,210 150,174 △ 21,964 △ 17.1 227 80.8 160 56.9

【高等学校】

年度 集計 
学校数

事業活動収入計
（A）

百万円

事業活動支出計
（Ｂ）

百万円

基本金組入前
当年度収支差額
（C＝A－B）

百万円

事業活動収支
差額比率（C/A）

％

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）

　 （うち△20%未満）

学校数 割合（％） 学校数 割合（％）
令和元 1,283 1,088,672 1,077,253 11,419 1.0 627 48.9 138 10.8
　　２ 1,287 1,106,697 1,066,422 40,275 3.6 542 42.1 114 8.9
　　３ 1,285 1,105,633 1,082,254 23,379 2.1 576 44.8 131 10.2
　　４ 1,288 1,135,701 1,115,038 20,663 1.8 616 47.8 140 10.9
　　５ 1,281 1,144,993 1,123,715 21,278 1.9 626 48.9 141 11.0

（注１）　大学…学校法人会計基準第13条及び第24条の規定による会計単位としての大学部門
（注２）　短期大学…学校法人会計基準第13条及び第24条の規定による会計単位としての短期大学部門又は高等専門学校部門
（注３）　高等学校…学校法人会計基準第13条及び第24条の規定による会計単位としての高等学校部門
（注４）　表示された数値以下の端数は個々に四捨五入しているため、差引等の数値と一致しないことがある。

表２　事業活動収支差額比率及び、同比率がマイナスの学校の割合（学校種別）
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助
成
業
務

る
と
、
要
積
立
額
に
対
応
す
る
運
用
資
産
を

十
分
に
保
有
で
き
な
く
な
り
、
運
用
資
産
の

一
部
を
取
り
崩
し
て
支
払
い
に
充
て
る
こ
と

に
な
る
な
ど
、
本
来
保
有
し
て
お
く
べ
き
金

額
に
不
足
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

◆
大
学
法
人

　

５
年
度
は
運
用
資
産
、
要
積
立
額
と
も
に

増
加
し
ま
し
た
が
、
運
用
資
産
よ
り
要
積
立

額
の
増
加
の
ほ
う
が
大
き
い
た
め
、
４
年
度

と
比
較
す
る
と
積
立
不
足
額
が
増
加
し
ま
し

た
。
ま
た
、
積
立
率
は
４
年
度
の
73
・
４
％

か
ら
71
・
９
％
へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

◆
短
期
大
学
法
人

　

５
年
度
は
運
用
資
産
、
要
積
立
額
と
も
に

減
少
し
ま
し
た
が
、
運
用
資
産
よ
り
要
積
立

額
の
減
少
の
ほ
う
が
小
さ
い
た
め
、
４
年
度

と
比
較
す
る
と
積
立
不
足
額
が
増
加
し
ま
し

た
。
ま
た
、
積
立
率
は
４
年
度
の
67
・
２
％

か
ら
64
・
９
％
へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

◆
高
等
学
校
法
人

　

５
年
度
は
運
用
資
産
、
要
積
立
額
と
も
に

増
加
し
ま
し
た
が
、
運
用
資
産
よ
り
要
積
立

額
の
増
加
の
方
が
大
き
い
た
め
、
４
年
度
と

比
較
す
る
と
積
立
不
足
額
が
増
加
し
ま
し
た
。

ま
た
、
積
立
率
は
４
年
度
の
62
・
１
％
か
ら

61
・
５
％
へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

ま
と
め

　

事
業
活
動
収
支
差
額
比
率
は
、
学
校
法
人

の
収
支
状
況
を
端
的
に
表
し
ま
す
。
基
本
金

組
入
前
当
年
度
収
支
差
額
の
マ
イ
ナ
ス
分
を

補
う
た
め
に
運
用
資
産
を
取
り
崩
す
状
況
が

続
く
と
、
施
設
の
建
て
替
え
や
設
備
等
の
更

新
計
画
の
遅
れ
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
減
価
償
却
累
計
額
（
有
形
固
定
資
産
）

は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
施
設
・
設
備
等
の

更
新
計
画
を
策
定
す
る
う
え
で
、
積
立
不
足

額
の
増
加
は
懸
念
材
料
で
す
。

　

過
去
か
ら
蓄
積
し
た
運
用
資
産
は
、
厳
し

い
経
営
環
境
を
乗
り
切
る
た
め
の
貴
重
な
財

源
で
す
。
施
設
設
備
の
拡
充
・
更
新
計
画
や

奨
学
基
金
の
創
設
等
を
盛
り
込
ん
だ
中
長
期

計
画
を
策
定
し
、
そ
の
計
画
に
基
づ
い
た
運

用
資
産
の
蓄
積
目
標
を
定
め
る
こ
と
や
使
途

目
的
に
か
な
っ
た
運
用
計
画
に
従
っ
て
資
産

運
用
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

学
校
法
人
に
お
い
て
は
、
教
育
内
容
の
充

実
・
特
色
化
を
図
る
と
と
も
に
、
安
定
的
な

経
営
基
盤
を
維
持
し
て
学
校
経
営
を
行
う
た

め
の
参
考
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
集
計
結
果
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
４
６
～
７
８
４
８

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

【大学法人】

年度 集計 
法人数

運用資産
（Ａ）

億円

要積立額
（Ｂ）

億円

要積立額　内訳 積立不足額
（Ｂ－Ａ）

億円

積立率
（Ａ／Ｂ）

％

減価償却累計額
（有形固定資産）

億円

第２号基本金

億円

第３号基本金

億円

退職給与引当金

億円
令和元 555 107,052 148,864 111,309 7,525 16,838 13,192 41,812 71.9
　　２ 560 110,379 153,271 115,346 7,439 17,180 13,306 42,892 72.0
　　３ 562 115,465 157,890 119,095 7,735 17,726 13,334 42,425 73.1
　　４ 564 119,115 162,272 123,146 7,846 17,988 13,293 43,157 73.4
　　５ 562 119,911 166,808 126,823 8,007 18,624 13,355 46,898 71.9

【短期大学法人】

年度 集計 
法人数

運用資産
（Ａ）

億円

要積立額
（Ｂ）

億円

要積立額　内訳 積立不足額
（Ｂ－Ａ）

億円

積立率
（Ａ／Ｂ）

％

減価償却累計額
（有形固定資産）

億円

第２号基本金

億円

第３号基本金

億円

退職給与引当金

億円
令和元 100 3,065 4,228 3,531 219 289 190 1,164 72.5
　　２ 97 2,988 4,222 3,517 225 305 175 1,235 70.8
　　３ 96 2,976 4,377 3,641 234 330 172 1,401 68.0
　　４ 95 2,948 4,385 3,650 242 334 159 1,437 67.2
　　５ 93 2,830 4,361 3,659 214 334 154 1,531 64.9

【高等学校法人】

年度 集計 
法人数

運用資産
（Ａ）

億円

要積立額
（Ｂ）

億円

要積立額　内訳 積立不足額
（Ｂ－Ａ）

億円

積立率
（Ａ／Ｂ）

％

減価償却累計額
（有形固定資産）

億円

第２号基本金

億円

第３号基本金

億円

退職給与引当金

億円
令和元 665 11,786 18,104 16,627 656 332 489 6,318 65.1
　　２ 667 12,034 18,818 17,326 671 344 477 6,784 64.0
　　３ 665 12,314 19,491 18,034 637 346 474 7,177 63.2
　　４ 669 12,575 20,255 18,829 634 316 476 7,681 62.1
　　５ 669 12,781 20,794 19,348 649 331 466 8,013 61.5

（注１）　大学法人…大学を設置している学校法人
（注２）　短期大学法人…大学法人以外で短期大学又は高等専門学校を設置している学校法人
（注３）　高等学校法人…大学法人・短期大学法人以外で、高等学校又は中等教育学校を設置している学校法人
（注４）　表示された数値以下の端数は個々に四捨五入しているため、差引等の数値と一致しないことがある。
（注５）　運用資産…固定資産のうち有価証券と特定資産、流動資産のうち有価証券と現金預金の合計額である。

表３　運用資産と要積立額



5

令和 7年 2月 1日　第 3 2 6 号

助
成
業
務

助
成
業
務

令
和
６
年
度　
私
学
リ
ー
ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
　
私
学
情
報
室

　

改
正
私
立
学
校
法
の
施
行
（
令
和
７
年
４

月
１
日
）
を
目
前
に
控
え
、
改
正
私
立
学
校

法
の
趣
旨
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
等
）
を
よ
り

深
く
理
解
す
る
こ
と
、
寄
附
行
為
変
更
の
申

請
手
続
き
や
会
計
基
準
変
更
へ
の
対
応
を
促

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
大
学
、
短
期

大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等

教
育
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
小

学
校
の
い
ず
れ
か
を
設
置
す
る
学
校
法
人
の

理
事
長
・
理
事
の
方
を
対
象
に
、「
私
学
リ
ー

ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
今

年
度
は
、
現
地
会
場
で
受
講
す
る
「
対
面
形

式
」
と
、会
場
の
講
演
の
模
様
を
生
配
信
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
受
講
す
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
形

式
」
の
２
種
類
の
方
法
に
よ
り
、広
島
会
場
、

仙
台
会
場
、
大
阪
会
場
、
東
京
会
場
の
４
か

所
で
開
催
し
、
広
島
会
場
は
１
１
７
名
、
仙

台
会
場
は
１
０
３
名
、
大
阪
会
場
は
52
名
、

東
京
会
場
は
１
０
９
名
、
合
わ
せ
て
３
８
１

名
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
私
学
事
業
団
理

事
長
、
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
講
演

を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
本
事
業
団
理
事
長
福
原
紀
彦
か

ら
「
少
子
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
私
学
の
価�

値
・
役
割
の
再
認
識
と
再
構
築
に
向
け
て
」

と
題
し
、
学
校
法
人
を
取
り
巻
く
経
営
環
境

の
変
化
や
私
学
経
営
に
お
け
る
財
政
基
盤
の

改
善
・
強
化
に
つ
い
て
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所
の
大
河

原
遼
平
弁
護
士
か
ら
「
私
立
学
校
法
の
改
正

と
対
応
方
策
の
ポ
イ
ン
ト
」
と
題
し
て
、
改

正
私
立
学
校
法
の
内
容
、
寄
附
行
為
変
更
申

請
や
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
強
化
等
へ
の
対

応
策
に
つ
い
て
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
新
創
監
査
法
人
の
髙
𣘺
克
典
公

認
会
計
士
か
ら
「
私
学
法
改
正
後
の
会
計
基

準
と
会
計
監
査
」
と
題
し
て
、
改
正
に
よ
る

決
算
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
へ
の
影
響
や
監
査
手
続

き
の
変
更
点
に
つ
い
て
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　

以
下
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
の
一
部
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

・�

（
福
原
理
事
長
の
講
演
に
つ
い
て
）
大
学

の
所
在
す
る
自
治
体
と
連
携
し
て
、
ふ
る

さ
と
納
税
方
式
を
活
用
し
て
お
金
を
集
め

る
と
い
う
話
が
あ
っ
た
が
、
学
納
金
以
外

の
収
入
を
い
か
に
増
や
す
か
が
、
今
後
の

法
人
の
生
き
残
り
に
大
き
く
影
響
す
る
と�

考
え
て
い
る
の
で
、非
常
に
参
考
に
な
っ
た
。

・�

（
大
河
原
講
師
の
講
演
に
つ
い
て
）
寄
附

行
為
変
更
に
つ
い
て
、
改
め
て
論
点
の
確

認
が
で
き
た
。
さ
ら
に
理
事
の
選
任
や
そ

の
後
の
会
議
体
等
の
運
営
に
つ
い
て
言
及

さ
れ
、
今
後
の
論
点
を
認
識
し
、
非
常
に

参
考
に
な
っ
た
。

・�
（
大
河
原
講
師
の
講
演
に
つ
い
て
）
法
改

正
に
伴
い
寄
附
行
為
の
変
更
と
と
も
に
内

部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
重
要
と
な
る

が
、内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
関
し
、

対
応
す
べ
き
点
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と

が
で
き
有
益
で
あ
っ
た
。

・�

（
髙
𣘺
講
師
の
講
演
に
つ
い
て
）
法
改
正

に
よ
り
想
定
さ
れ
る
決
算
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
感
が
例
示
さ
れ
、
ま
た
現
行
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
と
の
対
比
も
示
さ
れ
た
の
で
、

考
え
方
や
対
応
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と

が
で
き
参
考
に
な
っ
た
。

　

本
事
業
団
で
は
、
私
学
の
改
革
の
一
助
と

な
る
よ
う
、
来
年
度
に
お
い
て
も
私
学
リ
ー

ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

東京会場　髙𣘺講師による講演の様子

大阪会場　大河原講師による講演の様子

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３
（
３
２
３
０
）
７
８
４
９
・
７
８
５
０

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

時間 内　容　等
12：30 ～ 開会挨拶

講演①「少子高齢化社会における私学の価値・役割の再認識と再構築に向けて」
私学事業団　理事長　福原�紀彦

13：40 ～ 講演②「私立学校法の改正と対応方策のポイント」
TMI 総合法律事務所　弁護士　大河原�遼平氏

15：25 ～ 講演③「私学法改正後の会計基準と会計監査」
新創監査法人　公認会計士　髙𣘺 克典氏

16：55 閉会挨拶� 私学事業団　理事　菊池�裕明

開催日・場所：令和６年７月10日（水）広島ガーデンパレス
　　　　　　　令和６年７月30日（火）仙台ガーデンパレス
　　　　　　　令和６年11月22日（金）大阪ガーデンパレス
　　　　　　　令和６年12月12日（木）東京ガーデンパレス

対象：�大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、中学校、
　　　�義務教育学校、小学校のいずれかを設置する学校法人の理事長・理事
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私
学
事
業
団
で
は
、
今
年
度
実
施
し
た

「
令
和
６
年
度
学
校
法
人
基
礎
調
査
」の
デ
ー

タ
を
基
に
、
私
立
高
等
学
校
の
入
学
志
願
動

向
を
集
計
し
ま
し
た
。
本
調
査
に
ご
協
力
い

た
だ
い
た
学
校
法
人
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。
集
計
結
果
は
私
学
事
業
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

本
誌
で
は
、
５
年
度
と
６
年
度
の
志
願
倍

率
や
入
学
定
員
充
足
率
な
ど
の
概
況
、
男
女

校
種
別
の
動
向
、
規
模
別
の
動
向
、
直
近
10

年
の
入
学
定
員
充
足
状
況
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。
な
お
、
本
集
計
で
は
、
通
信
制
課
程

と
生
徒
募
集
を
停
止
し
た
高
等
学
校
は
除
い

て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
私
学
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

〔
助
成
業
務
の
ご
案
内
▼
経
営
支
援
・
情
報

提
供
▼
私
立
高
等
学
校
入
学
志
願
動
向
〕
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
私
立
高
等
学
校
の
概
況
（
表
１
）

　

６
年
度
の
集
計
学
校
数
は
１
２
９
３
校

で
、
前
年
度
と
同
数
で
し
た
。
入
学
定
員
は

40
万
４
１
８
０
人
で
、
４
０
４
人
減
少
し
、

志
願
者
数
は
２
万
４
８
３
１
人
、
受
験
者
数

は
２
万
６
０
０
７
人
、
ま
た
、
入
学
者
数
は

８
４
９
３
人
の
減
少
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
入
学
定
員
充
足
率
は
２
・
01

ポ
イ
ン
ト
下
降
し
、83
・
27
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

参
考
ま
で
に
、
６
年
度
の
15
歳
人
口
（
中

学
校
・
義
務
教
育
学
校
卒
業
者
と
中
等
教
育

学
校
前
期
課
程
修
了
者
の
合
計
〈
学
校
基
本

調
査　

６
年
度
（
確
定
値
）：
文
部
科
学
省

よ
り
〉）
は
、
約
７
５
０
０
人
減
少
し
、
約

１
０
８
万
５
０
０
０
人
と
な
り
ま
し
た
。

◆
男
女
校
種
別
の
動
向
（
表
２
）

　

６
年
度
の
志
願
倍
率
が
最
も
高
い
の
は
共

学
校
で
、
以
下
、
男
子
校
、
女
子
校
と
な
っ

て
い
ま
す
。
合
格
率
は
女
子
校
、
共
学
校
、

–

男
子
校
の
順
、入
学
定
員
充
足
率
は
共
学
校
、

男
子
校
、
女
子
校
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
ら
の
順
序
は
平
成
27
年
度
以
降
変
わ
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、歩
留
率
は
平
成
27
年
度
は
男
子
校
、

女
子
校
、
共
学
校
の
順
で
し
た
。
そ
の
後
、

２
年
度
に
は
女
子
校
が
逆
転
し
ま
し
た
が
、

３
年
度
は
再
び
男
子
校
が
逆
転
し
、
６
年
度

は
引
き
続
き
、
男
子
校
、
女
子
校
、
共
学
校

の
順
と
な
り
ま
し
た
。

　

集
計
学
校
数
を
平
成
27
年
度
と
比
較
す
る

と
、
男
子
校
が
16
校
、
女
子
校
が
39
校
減
少

し
た
の
に
対
し
、
共
学
校
は
63
校
増
加
し
て

い
ま
す
。

令
和
６（
２
０
２
４
）年
度　
私
立
高
等
学
校
入
学
志
願
動
向

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
　
私
学
情
報
室

表１　私立高等学校の概況
区　分 ５年度 ６年度 増　減

集計学校数（校） 1,293 1,293 0

入学定員（人） 404,584 404,180 △404
(△0.1%)

志願者数（人） 1,061,020 1,036,189 △24,831
(△2.3%)

受験者数（人） 1,034,731 1,008,724 △26,007
(△2.5%)

合格者数（人） 944,286 920,322 △23,964
(△2.5%)

入学者数（人） 345,038 336,545 △8,493
(△2.5%)

志願倍率（倍） 2.62 2.56 △0.06ﾎﾟｲﾝﾄ
合 格 率（％） 91.26 91.24 △0.02ﾎﾟｲﾝﾄ
歩 留 率（％） 36.54 36.57 0.03ﾎﾟｲﾝﾄ

入学定員充足率（％） 85.28 83.27 △2.01ﾎﾟｲﾝﾄ
（注）�志願倍率（志願者数÷入学定員）、合格率（合格者数÷受験者数）�

歩留率（入学者数÷合格者数）、入学定員充足率（入学者数÷入学定員）

男女
校種 年�度 集　計

学校数
入学定員

A
志願者数

B
受験者数

C
合格者数

D
入学者数

E
志願倍率

B/A
合格率
D/C

歩留率
E/D

入学定員
充 足 率
E/A

男
　
　
子
　
　
校

校 人 人 人 人 人 倍 ％ ％ ％
H27 94 31,894 58,595 56,998 48,222 26,291 1.84 84.60 54.52 82.43
28 92 30,704 56,920 55,491 46,832 26,006 1.85 84.40 55.53 84.70
29 88 29,502 54,084 52,741 45,005 25,171 1.83 85.33 55.93 85.32
30 87 28,997 51,512 50,155 41,992 23,606 1.78 83.72 56.22 81.41

R元 88 29,213 51,731 50,276 42,573 24,337 1.77 84.68 57.17 83.31
２ 85 27,778 48,518 46,654 39,751 22,804 1.75 85.20 57.37 82.09
３ 83 26,678 45,127 43,850 37,221 22,154 1.69 84.88 59.52 83.04
４ 81 26,108 43,434 41,920 35,389 21,781 1.66 84.42 61.55 83.43
５ 80 25,828 42,757 41,459 34,867 21,749 1.66 84.10 62.38 84.21
６ 78 24,943 41,301 39,963 33,500 21,355 1.66 83.83 63.75 85.62

女
　
　
子
　
　
校

H27 270 72,662 95,395 93,807 90,147 47,803 1.31 96.10 53.03 65.79
28 267 71,361 94,381 92,798 89,486 46,848 1.32 96.43 52.35 65.65
29 262 70,080 90,910 87,565 84,251 45,459 1.30 96.22 53.96 64.87
30 260 68,299 84,390 83,178 80,316 43,458 1.24 96.56 54.11 63.63

R元 255 65,999 80,231 78,998 76,050 42,484 1.22 96.27 55.86 64.37
２ 251 64,524 77,178 74,509 71,456 41,118 1.20 95.90 57.54 63.73
３ 246 62,860 72,070 70,699 68,190 40,084 1.15 96.45 58.78 63.77
４ 242 60,830 68,857 67,564 64,991 39,238 1.13 96.19 60.37 64.50
５ 235 59,760 64,883 63,654 61,969 38,198 1.09 97.35 61.64 63.92
６ 231 58,698 61,370 60,308 58,817 36,690 1.05 97.53 62.38 62.51

共
　
　
学
　
　
校

H27 921 305,505 1,005,465 986,166 906,241 271,232 3.29 91.90 29.93 88.78
28 930 309,245 1,018,484 999,315 914,791 277,121 3.29 91.54 30.29 89.61
29 933 309,566 1,010,749 991,825 911,484 275,652 3.27 91.90 30.24 89.04
30 940 310,309 999,754 980,511 905,002 276,629 3.22 92.30 30.57 89.15

R元 953 313,210 984,856 964,696 887,462 274,721 3.14 91.99 30.96 87.71
２ 960 316,088 972,335 952,507 871,443 278,165 3.08 91.49 31.92 88.00
３ 965 317,201 938,480 918,169 848,519 276,280 2.96 92.41 32.56 87.10
４ 968 317,408 957,703 935,221 858,107 287,437 3.02 91.75 33.50 90.56
５ 978 318,996 953,380 929,618 847,450 285,091 2.99 91.16 33.64 89.37
６ 984 320,539 933,518 908,453 828,005 278,500 2.91 91.14 33.64 86.88

表２　男女校種別の動向
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◆
規
模
別
の
動
向
（
表
３
）

　

規
模
別
で
志
願
倍
率
が
最
も
高
い
の
は
、

入
学
定
員
が
１
０
０
０
人
以
上
の
区
分
で
、

以
下
、
６
０
０
人
以
上
８
０
０
人
未
満
、�

８
０
０
人
以
上
１
０
０
０
人
未
満
と
な
っ
て

い
ま
す
。
一
方
、
入
学
定
員
充
足
率
が
最
も

高
い
の
は
、
３
０
０
人
以
上
４
０
０
人
未
満

の
区
分
で
、
以
下
、
２
０
０
人
以
上
３
０
０

人
未
満
、
８
０
０
人
以
上
１
０
０
０
人
未
満

の
学
校
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

志
願
倍
率
の
高
い
入
学
定
員
の
区
分
と
、

入
学
定
員
充
足
率
の
高
い
入
学
定
員
の
区
分

と
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
ま
せ
ん
。

◆
直
近
10
年
の
入
学
定
員
充
足
状
況（
図
表
）

　

平
成
27
年
度
の
入
学
定
員
充
足
率
１
０
０�

％
未
満
の
学
校
数
は
９
１
８
校
で
、
全
体
の

71
・
４
％
で
し
た
。
そ
の
後
、
１
０
０
％
未

満
の
学
校
数
は
増
減
を
繰
り
返
し
、
６
年
度

は
前
年
度
よ
り
30
校
増
加
し
、
９
２
５
校
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
全
体
に
占
め
る
割
合

は
２
・
３
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、
71
・
５
％
と

な
り
ま
し
た
。

表３　規模別の動向
入 学 定 員
区  分

年�度
（R）

集　計
学校数

入学定員
A

志願者数
B

受験者数
C

合格者数
D

入学者数
E

志願倍率
B/A

合格率
D/C

歩留率
E/D

入学定員
充 足 率

E/A
校 人 人 人 人 人 倍 ％ ％ ％

100人未満
５ 65 4,146 6,067 5,961 5,468 2,830 1.46 91.73 51.76 68.26
６ 66 4,171 5,474 5,402 4,722 2,968 1.31 87.41 62.85 71.16

増減 1 25 △593 △559 △746 138 △ 0.15 △ 4.32 11.09 2.90

100人以上
200人未満

５ 230 34,434 57,504 56,420 53,089 27,333 1.67 94.10 51.49 79.38
６ 229 34,283 57,024 55,850 52,542 27,111 1.66 94.08 51.60 79.08

増減 △1 △151 △480 △570 △547 △222 △ 0.01 △ 0.02 0.11 △ 0.30

200人以上
300人未満

５ 372 89,773 227,134 221,274 203,146 78,950 2.53 91.81 38.86 87.94
６ 373 90,025 220,096 213,752 197,019 76,039 2.44 92.17 38.59 84.46

増減 1 252 △7,038 △7,522 △6,127 △2,911 △ 0.09 0.36 △ 0.27 △ 3.48

300人以上
400人未満

５ 274 92,336 251,430 244,616 222,042 83,244 2.72 90.77 37.49 90.15
６ 274 92,235 247,539 239,857 217,225 82,636 2.68 90.56 38.04 89.59

増減 0 △101 △3,891 △4,759 △4,817 △608 △ 0.04 △ 0.21 0.55 △ 0.56

400人以上
500人未満

５ 182 78,667 218,250 212,998 190,341 68,066 2.77 89.36 35.76 86.52
６ 180 77,787 209,057 203,954 180,927 64,471 2.69 88.71 35.63 82.88

増減 △2 △880 △9,193 △9,044 △9,414 △3,595 △ 0.08 △ 0.65 △ 0.13 △ 3.64

500人以上
600人未満

５ 92 49,217 133,505 129,827 120,198 39,236 2.71 92.58 32.64 79.72
６ 93 49,713 130,661 127,144 118,411 38,916 2.63 93.13 32.87 78.28

増減 1 496 △2,844 △2,683 △1,787 △320 △ 0.08 0.55 0.23 △ 1.44

600人以上
800人未満

５ 64 42,001 123,142 120,134 110,284 34,302 2.93 91.80 31.10 81.67
６ 65 42,786 125,959 122,947 112,866 34,261 2.94 91.80 30.36 80.08

増減 1 785 2,817 2,813 2,582 △41 0.01 0.00 △ 0.74 △ 1.59

800人以上
1,000人未満

５ 11 9,350 27,448 27,100 24,635 7,761 2.94 90.90 31.50 83.01
６ 10 8,520 23,503 23,173 21,259 7,082 2.76 91.74 33.31 83.12

増減 △1 △830 △3,945 △3,927 △3,376 △679 △ 0.18 0.84 1.81 0.11

1,000人以上
５ 3 4,660 16,540 16,401 15,083 3,316 3.55 91.96 21.99 71.16
６ 3 4,660 16,876 16,645 15,351 3,061 3.62 92.23 19.94 65.69

増減 0 0 336 244 268 △255 0.07 0.27 △ 2.05 △ 5.47

合　計
５ 1,293 404,584 1,061,020 1,034,731 944,286 345,038 2.62 91.26 36.54 85.28
６ 1,293 404,180 1,036,189 1,008,724 920,322 336,545 2.56 91.24 36.57 83.27

増減 0 △404 △24,831 △26,007 △23,964 △8,493 △ 0.06 △ 0.02 0.03 △ 2.01
（注）全国の私立高等学校を、各学校の入学定員数により区分した。

Ｈ27 28 29 30 Ｒ元 ２ ３ ４ ５

,

,

,

,

,

,

６

（校）

年　度 H27 28 29 30 R元 ２ ３ ４ ５ ６

100%以上の学校数（校） 367 387 375 390 372 376 348 407 398 368

100%未満の学校数（校） 918 902 908 897 924 920 946 884 895 925

合　計 1,285 1,289 1,283 1,287 1,296 1,296 1,294 1,291 1,293 1,293

100%未満の割合（%） 71.4 70.0 70.8 69.7 71.3 71.0 73.1 68.5 69.2 71.5

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
５
２
・
７
８
５
３

Ｅ
メ
ー
ル　

portrait@
shigaku.go.jp

図表　直近10年の入学定員充足状況
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受
配
者
指
定
寄
付
金
制
度
を
利
用
し
て
い

る
法
人
か
ら
、
寄
付
金
課
に
寄
せ
ら
れ
る
よ

く
あ
る
質
問
を
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
ま
と
め
ま
し

た
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

◆
制
度
の
利
用

　

�　
　

制
度
の
利
用
に
あ
た
り
（
募
金
）
期

間
の
制
限
は
あ
り
ま
す
か
。

　

�　
　

募
金
期
間
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

継
続
的
に
制
度
の
利
用
が
可
能
で
す
。
な

お
、
前
回
の
利
用
か
ら
複
数
年
空
い
て
い

る
場
合
は
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

�　
　

制
度
を
利
用
中
で
す
が
、
こ
の
度
、

新
た
な
募
金
事
業
を
開
始
予
定
で
す
。
事

前
の
申
請
は
必
要
で
す
か
。

　

�　
　

募
金
事
業
の
追
加
・
変
更
に
あ
た
り
、

事
前
の
申
請
は
不
要
で
す
。
引
き
続
き
制

度
の
利
用
が
可
能
で
す
。

◆
寄
付
金
の
受
け
入
れ

　

�　
　

受
領
書
の
寄
付
者
名
は
、
社
名
だ
け

で
な
く
部
署
名
や
支
店
名
ま
で
記
載
さ
れ

ま
す
か
。

　

�　
　

受
領
書
の
寄
付
者
名
は
、
通
常
、
社

名
ま
で
と
な
り
ま
す
。
部
署
名
等
ま
で
記�

載
が
必
要
な
場
合
は
、様
式
１-

４
の
備
考�

欄
に
そ
の
旨
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

　

�　
　

公
益
法
人
等
な
ど
一
般
的
に
納
税
義

務
が
免
除
さ
れ
て
い
る
法
人
か
ら
の
寄
付

は
、
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

　

�　
　

収
益
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
公
益
法

人
等
法
人
税
の
納
税
の
義
務
が
な
い
法
人

か
ら
の
寄
付
は
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。た
だ
し
、寄
付
者
が
収
益
事
業
を
行
っ

て
い
れ
ば
、
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
寄
付
者
に
収
益
事
業
の
実
施
と�

法
人
税
の
納
税
有
無
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

な
お
、
学
校
法
人
の
収
益
事
業
か
ら
他

の
学
校
法
人
へ
の
寄
付
は
、
私
立
学
校
法

第
61
条
（
収
益
事
業
の
停
止
）
に
抵
触
す

る
恐
れ
が
あ
る
た
め
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

　

�　
　

今
年
度
入
学
し
た
生
徒
の
保
護
者
が

経
営
す
る
企
業
法
人
か
ら
寄
付
の
申
し
出

が
あ
り
ま
し
た
。
制
度
の
対
象
と
な
り
ま

す
か
。

　

�　
　

新
入
生
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
入

学
願
書
受
付
の
開
始
日
か
ら
入
学
が
予
定

さ
れ
る
年
の
年
末
ま
で
の
期
間
内
に
納
付

さ
れ
た
寄
付
金
は
、
原
則
と
し
て
「
入
学

と
相
当
の
因
果
関
係
の
あ
る
も
の
」
に
該

当
し
、
寄
付
金
控
除
の
対
象
と
な
ら
な
い

も
の
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
受
配
者
指
定

寄
付
金
制
度
で
も
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

　

�　

た
だ
し
、
入
学
決
定
後
に
募
金
の
開
始

Q
１

A
１

Q
２

A
２

Q
３

A
３

Q
４

A
４

Q
５

A
５

が
あ
っ
た
も
の
で
、
新
入
生
以
外
の
者
と

同
一
の
条
件
で
納
付
さ
れ
た
寄
付
金
は
、

例
外
的
に
寄
付
金
控
除
の
適
用
対
象
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
左
記
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

・�

所
得
税
基
本
通
達
78-

２
（
入
学
に
関
し

て
す
る
寄
附
金
の
範
囲
）

・�

平
成
10
年
４
月
16
日
付
け
文
高
行
第
３
６
７�

号
「
新
入
生
ま
た
は
そ
の
保
護
者
が
学
校

法
人
に
対
し
て
任
意
に
支
出
す
る
寄
附
金

に
つ
い
て
（
通
知
）」

・�

令
和
３
年
６
月
25
日
付
け
３
高
私
行
第
４

号
「
新
入
生
又
は
そ
の
保
護
者
が
学
校
法

人
に
対
し
て
任
意
に
支
出
す
る
寄
附
金
の

取
り
扱
い
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
に
つ
い
て

（
通
知
）」

　

�　
　

特
定
の
部
活
動
を
指
定
し
た
寄
付

は
、
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

　

�　
　

学
校
が
管
理
す
る
経
常
的
経
費
の
範

囲
で
部
活
動
へ
支
出
す
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
対
象
と
な
り
ま
す
。
学
校
の
支
出
に

な
ら
ず
部
活
動
が
自
由
に
支
出
で
き
る
性

格
の
も
の
は
「
学
校
へ
の
寄
付
」
と
は
み

な
せ
な
い
た
め
、
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

　
�　

な
お
、
部
活
動
の
選
手
な
ど
特
定
の
個

人
を
指
定
し
た
寄
付
は
、
個
人
の
所
得
と

み
な
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

◆
配
付
の
申
請

　

�　
　

す
で
に
終
了
し
た
事
業
を
対
象
と
し

た
配
付
の
申
請
は
で
き
な
い
と
の
こ
と
で

す
が
、
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Q
６

A
６

Q
７

　

�　
　

配
付
の
対
象
事
業
は
、
当
該
年
度
に

支
払
い
の
発
生
す
る
も
の
が
対
象
で
す
。

前
年
度
以
前
に
事
業
と
業
者
等
へ
の
支
払

い
が
完
了
し
た
事
業
は
、
原
則
と
し
て
、

対
象
事
業
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

�　
　

校
舎
の
建
築
事
業
で
配
付
申
請
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
様
式
の
他
に
提
出
が
必

要
な
書
類
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

�　
　

施
設
の
取
得
、
機
器
備
品
の
購
入
等

に
よ
る
申
請
の
場
合
は
、
支
払
状
況
、
総

事
業
費
、
工
期
等
が
確
認
で
き
る
書
類�

（
契
約
書
、
請
書
、
領
収
書
、
請
求
書
等

の
写
し
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

制
度
の
詳
細
は
、
私
学
事
業
団
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
〔
助
成
業
務
の
ご
案
内
▼
受
配
者
指

定
寄
付
金
▼
受
配
者
指
定
寄
付
金
「
寄
付
金

事
務
の
手
引
」〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
今
回
ご
紹
介
し
た
よ
く
あ
る
質
問

の
ほ
か
、「
寄
付
金
事
務
の
手
引
」
50
頁
か

ら
58
頁
に
Q
＆
A
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
併

せ
て
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

A
７

Q
８

A
８

受
配
者
指
定
寄
付
金
制
度 

Ｑ
＆
Ａ

助
成
部　

寄
付
金
課

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部�　

寄
付
金
課

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
３
１
７
・
７
３
１
８

Ｅ
メ
ー
ル　

kifukin@
shigaku.go.jp

寄
付
金
事
務
の
手
引

https://w
w
w
.shigaku.go.jp/

s_kihu_gaiyo.htm
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業
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加
入
者
証
・
加
入
者
被
扶
養
者
証
（
以
下

「
加
入
者
証
等
」
と
い
い
ま
す
）
の
発
行
が

令
和
６
年
12
月
１
日
を
も
っ
て
廃
止
と
な
り

ま
し
た
。
申
請
書
等
に
記
入
す
る
加
入
者
等

記
号
・
番
号
は
、
今
後
次
の
①
～
⑥
で
確
認

で
き
ま
す
の
で
、
加
入
者
へ
の
周
知
を
お
願

い
し
ま
す
。詳
細
は
、私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
〔
私
学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
お
知
ら
せ

一
覧
▼
加
入
者
等
記
号
・
番
号
の
確
認
方
法
〕

か
ら
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

①
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
ロ
グ
イ
ン
後
、
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
か
ら
「
健
康
保
険
証
」
を
選
択
す

る
こ
と
で
加
入
者
等
記
号
・
番
号
（
記
号
・

番
号
・
枝
番
）
を
確
認
で
き
ま
す
。
な
お
、

マ
イ
ナ
保
険
証
（
保
険
証
利
用
登
録
済
み
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
を
所
有
し
て
い
な

い
人
も
確
認
で
き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

の
ロ
グ
イ
ン
方
法
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

②
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

　

６
年
10
月
（
一
部
の
人
に
は
12
月
）
に
す

べ
て
の
加
入
者
・
被
扶
養
者
を
対
象
に
一
斉

交
付
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
資
格
取
得
又
は

被
扶
養
者
認
定
等
の
際
に
④
資
格
確
認
書
の�

発
行
を
希
望
し
な
か
っ
た
人
に
交
付
し
ま
す
。

健
康
保
険
証
と
し
て
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
が
、

医
療
機
関
等
の
シ
ス
テ
ム
不
具
合
等
の
際
に

提
示
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
紛

デ
ジ
タ
ル
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://services.digital.go.jp/m
yna�

portal-app/help/

DLマークが付いている用紙は、私学共済ホームページ〔様式用紙等ダウンロード〕からダウンロードできます。

失
等
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

③
確
認
通
知
書

　

定
時
決
定
、
標
準
賞
与
の
決
定
時
等
に
配

付
す
る
確
認
通
知
書
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

④�

資
格
確
認
書
（
マ
イ
ナ
保
険
証
を
有
し
て

い
な
い
人
）

　

６
年
12
月
２
日
以
降
に
資
格
取
得
等
を
し

て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い

な
い
等
の
理
由
で
発
行
を
希
望
し
た
人
に
交

付
し
ま
す
。
②
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
と
異

な
り
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

な
お
、
７
年
秋
の
時
点
で
マ
イ
ナ
保
険
証
を

所
有
し
て
い
な
い
人
を
対
象
に
、
学
校
法
人

等
を
通
し
て
一
斉
交
付
す
る
予
定
で
す
。

⑤
加
入
者
資
格
証
（
丙
種
校
の
人
）

　

年
金
等
給
付
の
み
の
適
用
と
な
っ
て
い
る

丙
種
校
の
加
入
者
に
交
付
し
て
い
ま
す
。

⑥
加
入
者
証
等

　

廃
止
以
前
に
交
付
さ
れ
た
加
入
者
証
等
を

所
有
し
て
い
る
人
は
、
加
入
者
証
等
で
も
確

認
で
き
ま
す
。

加
入
者
等
記
号・番
号
の
確
認
方
法

企
画
室

　

貸
付
け
を
利
用
し
て
い
る
加
入
者（
借
受
人
）

が
退
職
等
に
よ
り
資
格
を
喪
失
す
る
場
合
は
、

残
金
全
額
を
償
還
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

学
校
法
人
等
は
、
償
還
額
を
借
受
人
の
退

職
手
当
等
か
ら
控
除
す
る
か
、
又
は
借
受
人

か
ら
預
か
っ
て
償
還
期
限
内
に
私
学
事
業
団

へ
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

在
職
中
に
全
額
返
済
を
希
望
す
る
場
合

は
、
毎
月
15
日
（
必
着
）
ま
で
に
「
貸
付
金

任
意
償
還
・
団
信
制
度
脱
退
申
出
書
DL
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
し
出
た
月
の
20
日

頃
ま
で
に「
貸
付
金
任
意
償
還
通
知
書
」等
を

学
校
法
人
等
宛
て
に
送
付
し
ま
す
（
償
還
期

限
を
過
ぎ
る
と
経
過
利
息
が
発
生
し
ま
す
）。

　

ま
た
、
任
意
償
還
の
手
続
き
を
し
な
い
場

合
で
も
、
資
格
喪
失
を
本
事
業
団
で
確
認
す

る
と
即
時
償
還
と
な
り
、
同
様
に
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
（
償
還
期
限
を
過
ぎ
る
と
１
日

当
た
り
０
・
03
％
の
延
滞
金
が
発
生
し
ま
す
）。

　

い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
学
校
法
人
等
が
退

職
手
当
等
か
ら
の
控
除
を
せ
ず
、
償
還
の
遅

滞
が
あ
っ
た
と
き
は
、
該
当
す
る
学
校
法
人

等
全
体
が
貸
付
制
限
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
細
は
、
本
誌
１
月
号
又
は
私
学
共
済

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私
学
共
済
事
業
の
ご
案
内

▼
福
祉
事
業
▼
加
入
者
貸
付
▼
貸
付
金
の
償

還
方
法
〕
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

福
祉
部　

貯
金
・
貸
付
課

貸
付
金
の
償
還

①マイナポータル画面（イメージ）

②資格情報のお知らせ（イメージ）

④資格確認書（イメージ）
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資
格
取
得
・
資
格
喪
失
報
告
書
等
の
事
前
受
付

令
和
７
年
３
月
３
日
（
月
）
受
付
開
始

業
務
部　

資
格
課

　

私
学
事
業
団
で
は
、
加
入
者
の
資
格
情
報

を
速
や
か
に
登
録
す
る
た
め
、
各
種
報
告
書

等
の
「
事
前
受
付
」
を
３
月
３
日（
月
）か
ら

開
始
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
時
期
は
電
話
が
非
常
に
混
み

合
い
ま
す
。
加
入
者
番
号
や
被
扶
養
者
認
定

を
確
認
す
る
た
め
の
照
会
は
、
書
類
提
出
か

ら
標
準
処
理
期
間
で
あ
る
２
週
間
経
過
後
に

お
願
い
し
ま
す
。

◆
事
前
受
付
の
対
象
と
な
る
報
告
書
等

①
３
月
31
日
付
の
退
職

・「
資
格
喪
失
報
告
書
DL
」

・�「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失
報

告
書
DL
」

②
４
月
１
日
付
の
採
用
等

・「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」（
※
１
）

・「
所
属
学
校
等
変
更
報
告
書
DL
」

・「
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
DL
」（
※
２
）

※
１�

短
時
間
労
働
加
入
者
用
も
含
み
ま
す
。

ま
た
、
再
資
格
取
得
報
告
は
２
年
満
了

前
の
任
意
継
続
加
入
者
は
除
き
ま
す
。

※
２�

資
格
取
得
報
告
と
同
時
申
請
の
場
合
に

限
り
ま
す
。

注�　
「
資
格
確
認
書
交
付
・
再
交
付　

資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
再
通
知　

高
齢
受
給
者

証
再
交
付
申
請
書
」
は
事
前
受
付
の
対
象

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
事
前
受
付
対
象
の
資

格
異
動
に
伴
い
「
資
格
確
認
書
」
の
交
付

申
請
を
す
る
場
合
、
４
月
１
日
以
降
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆�

「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」「
被
扶
養
者
認
定

申
請
書
DL
」
は
新
用
紙
を
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。

　
�　

資
格
取
得
を
し
た
場
合
や
被
扶
養
者
の

認
定
を
受
け
た
場
合
は
、「
資
格
確
認
書
」

又
は
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
が
交
付

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、「
資
格
取
得�

報
告
書
DL
」、「
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
DL
」

に
資
格
確
認
書
交
付
の
要
否
欄
が
追
加
さ

れ
ま
し
た
。

　

�　
「
発
行
が
必
要
」
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た

人
に
は
、「
資
格
確
認
書
」を
交
付
し
ま
す
。

「
発
行
は
必
要
な
い
」
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し

た
人
に
は
、「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を

交
付
し
ま
す
。

　

�　

書
類
に
不
備
が
あ
る
と
、
資
格
取
得
等

の
処
理
が
遅
れ
る
原
因
と
な
り
ま
す
。
返

送
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
記
入
漏

れ
等
の
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
旧
用
紙
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

の
で
必
ず
新
用
紙
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」
の
記
入

①�

学
校
記
号
番
号
は
、
誤
り
の
な
い
よ
う
十

分
注
意
し
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

記
入
を
誤
る
と
、
教
職
員
等
の
個
人
情

報（
氏
名
、
住
所
、
報
酬
月
額
等
）が
記
載

さ
れ
た
通
知
等
が
別
の
学
校
法
人
等
に
送

付
さ
れ
る
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

②�

事
務
連
絡
先
電
話
番
号
欄
に
は
、
必
ず
本

事
業
団
へ
登
録
し
て
い
る
電
話
番
号
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
本
事
業
団
に
登
録
し

て
い
る
学
校
記
号
番
号
の
電
話
番
号
と
突

合
し
、
別
の
学
校
法
人
等
へ
の
誤
登
録
を

防
い
で
い
ま
す
。

③�

住
所
は
住
民
票
の
住
所
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

④�

基
礎
年
金
番
号
は
正
確
に
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。
基
礎
年
金
番
号
を
持
っ
て
い
な
い

と
き
は
、
必
ず
そ
の
理
由
を
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

⑤�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
学
校
法
人
等
が
確
認
し
、

正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◆「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」の
提
出
上
の
注
意

①�

書
類
不
備
に
よ
り
返
送
と
な
っ
た
場
合
等

は
、
再
受
付
後
の
処
理
と
な
り
ま
す
。

②�

継
続
資
格
取
得
者
の
資
格
取
得
処
理
は
、

前
任
校
の
資
格
喪
失
が
確
認
で
き
る
ま
で

保
留
と
な
り
ま
す
。
前
任
校
の
資
格
喪
失

が
確
認
出
来
次
第
の
処
理
と
な
り
ま
す
。

③�
継
続
資
格
取
得
の
加
入
者
に
、
前
任
校
で

す
で
に
認
定
さ
れ
た
被
扶
養
者
が
い
る
と

き
は
、
引
き
続
き
被
扶
養
者
と
し
て
認
定

し
ま
す
の
で「
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
DL
」

の
提
出
は
不
要
で
す
（
前
任
校
が
丙
種
校

の
場
合
を
除
き
ま
す
）。

◆
報
告
内
容
の
訂
正

①�

事
前
受
付
の
報
告
書
の
内
容
に
誤
り
が

あ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
該
当
す
る
訂
正
申

出
書
に
よ
り
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

な
お
、
訂
正
の
処
理
は
４
月
１
日
以
後

に
行
い
ま
す
。

②�

「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失
報

告
書
DL
」
を
提
出
し
た
後
に
再
就
職
が
決

定
し
、
資
格
喪
失
日
（
退
職
日
の
翌
日
）

か
ら
他
の
健
康
保
険
又
は
共
済
組
合
に
本

人
と
し
て
加
入
し
た
場
合
は
、「
任
意
継

続
加
入
者
資
格
取
得
取
下
げ
申
出
書
」
の

提
出
が
必
要
で
す
。
用
紙
は
資
格
課
又
は

各
共
済
業
務
課
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
資
格
確
認
書
又
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

①�

資
格
確
認
書
又
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

（
以
下
「
資
格
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
）

は
個
別
封
筒
に
入
れ
て
送
付
し
ま
す
。
４

月
１
日
以
後
に
該
当
者
に
渡
し
て
く
だ
さ

い
。

②�

資
格
確
認
書
等
の
記
載
内
容
に
誤
り
が
な

い
か
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

③�

３
月
31
日
退
職
者
は
、
退
職
日
ま
で
は
資

格
確
認
書
（
加
入
者
証
等
を
含
み
ま
す
）

を
使
用
し
て
保
険
診
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
退
職
後
は
直
ち
に
回
収
し
、

返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

④�

「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」
と
「
被
扶
養
者

認
定
書
DL
」
を
同
時
に
提
出
し
た
場
合
で

も
、
被
扶
養
者
の
認
定
に
は
審
査
を
要
す

る
た
め
、
加
入
者
の
資
格
取
得
処
理
よ
り

も
遅
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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�　
　

個
人
の
意
思
等
で
加
入
や
脱
退
を
決

め
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

　

�　
　

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
資
格
は
法

令
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
定
の

加
入
者
資
格
を
満
た
す
と
き
は
、
必
ず
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
強
制
加
入
）。

　

�　

こ
の
た
め
、
個
人
の
意
思
等
で
加
入
し

な
い
こ
と
や
、
途
中
で
や
め
る
こ
と
、
短

期
給
付
や
年
金
等
給
付
の
ど
ち
ら
か
一
方

の
み
を
選
択
し
て
加
入
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

�　
　

非
常
勤
職
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等

で
採
用
し
た
人
に
つ
い
て
は
、
加
入
者
と

し
な
く
て
よ
い
で
す
か
。

　

�　
　

私
学
共
済
法
上
の
「
教
職
員
等
」
と

は
、「
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
で

学
校
法
人
等
か
ら
報
酬
を
受
け
る
も
の

（
私
学
共
済
法
第
14
条
）」
と
さ
れ
て
お
り
、

採
用
形
態
や
職
種
等
で
区
別
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

�　

正
規
雇
用
で
な
い
非
常
勤
職
員
や
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
の
採
用
で
あ
っ
て
も
、

加
入
者
資
格
を
満
た
す
と
き
は
、
必
ず
資

格
取
得
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

注�　

加
入
者
資
格
に
つ
い
て
は
、「
事
務
の

手
引　

令
和
６
年
版
」
22
～
34
頁
を
参
照

し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　
　

非
常
勤
職
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で

短
い
時
間
だ
け
勤
務
す
る
人
を
採
用
し
た

Q
１

A
１

Q
２

A
２

Q
３

場
合
は
、
短
時
間
労
働
加
入
者
と
し
て
加

入
手
続
き
を
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

　

�　
　

学
校
法
人
等
全
体
で
50
人
を
超
え
る

規
模
が
あ
る
「
特
定
学
校
法
人
等
」
又
は

「
特
定
学
校
法
人
等
」
以
外
の
学
校
法
人

等
で
、
労
使
の
合
意
を
得
て
学
校
法
人
等

単
位
で
短
時
間
労
働
者
を
私
学
共
済
の
適

用
と
す
る
申
し
出
を
行
っ
た
「
任
意
特
定

学
校
法
人
等
」
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
通

常
の
加
入
者
資
格
は
満
た
さ
な
い
が
、
短

時
間
労
働
加
入
者
の
要
件
を
満
た
す
と
き

は
短
時
間
労
働
加
入
者
と
し
て
私
学
共
済

制
度
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

　

�　
　

法
人
職
員
や
収
益
事
業
部
門
に
所
属

し
て
い
る
職
員
、
学
校
法
人
等
が
設
置
す

る
保
育
園
の
職
員
も
加
入
で
き
ま
す
か
。

　

�　
　

私
学
共
済
法
上
の
「
教
職
員
等
」
と

は
、「
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
で

学
校
法
人
等
か
ら
報
酬
を
受
け
る
も
の

（
私
学
共
済
法
第
14
条
）」と
さ
れ
て
お
り
、

学
校
法
人
等
内
の
配
属
先
に
よ
っ
て
、
加

入
者
資
格
の
有
無
は
区
別
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
加
入
者
資
格
を
満
た
す
と
き

は
、
必
ず
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

�　

な
お
、
付
随
事
業
や
収
益
事
業
を
開
始

し
た
と
き
、
幼
稚
園
が
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
に
移
行
し
た
と
き
は
、
私
学
事

業
団
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

A
３

Q
４

A
４

　

�　
　

外
国
籍
の
教
職
員
は
加
入
で
き
ま
す

か
。

　

�　
　

国
籍
に
よ
る
加
入
制
限
は
あ
り
ま
せ

ん
。
加
入
者
資
格
を
満
た
す
と
き
は
、
必

ず
資
格
取
得
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

な
お
、
社
会
保
障
協
定
を
締
結
し
た
相

手
国
か
ら
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
外
国
籍
の

教
職
員
を
採
用
し
た
と
き
は
、
私
学
共
済

制
度
の
適
用
の
一
部
又
は
全
部
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

　

�　
　

加
入
者
が
休
職
す
る
場
合
、
加
入
者

資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

　

�　
　

産
前
産
後
休
業
や
育
児
休
業
・
介
護

休
業
を
取
得
す
る
と
き
は
、
学
校
法
人
等

か
ら
の
報
酬
が
支
給
さ
れ
な
く
て
も
加
入

者
資
格
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

�　

ま
た
、「
公
務
員
の
場
合
に
お
け
る
休

職
の
事
由
」
に
相
当
す
る
休
職
で
あ
る
と

き
は
、
実
態
と
し
て
当
該
学
校
法
人
等
と

の
間
に
常
用
的
な
使
用
関
係
が
認
め
ら
れ

る
場
合
、
報
酬
の
支
給
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
加
入
者
資
格
を
維
持
し
ま
す
。
た
だ

し
、
常
用
的
な
使
用
関
係
が
終
了
し
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
加
入
者
資
格

を
喪
失
し
ま
す
（「
事
務
の
手
引　

令
和

６
年
版
」
34
～
36
頁
参
照
）。

　
�　

例
え
ば
、
病
気
で
休
職
中
の
人
に
対
し

報
酬
が
支
給
さ
れ
な
い
期
間
が
一
時
的
で

あ
り
、
使
用
関
係
が
継
続
中
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、加
入
者
資
格
を
継
続
し
ま
す
。

　

�　

し
か
し
、
復
職
す
る
見
込
み
が
な
い
こ

と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
加
入
者
資
格
を

喪
失
し
ま
す
。

Q
５

A
５

Q
６

A
６

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
資
格 

Ｑ
＆
Ａ

業
務
部　

資
格
課

　

学
校
法
人
等
が
学
校
の
設
置
・
変
更
等
を�

し
た
と
き
は
、「
学
校
法
人
等
異
動
報
告
書
DL
」�

に
よ
り
届
け
出
が
必
要
で
す
。

◆�

新
設（
※
）・
休
校
・
廃
校
・
設
置
者
の
変

更
を
す
る
場
合

　

所
轄
庁
の
認
可
書
の
写
し
、
変
更
後
の
寄

附
行
為
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

付
随
事
業
や
収
益
事
業
を
開
始
し
た
と

き
、
幼
稚
園
が
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
に
移
行
し
た
と
き
を
含
み
ま
す
。

◆�

代
表
者
・
住
所
（
法
人
・
学
校
・
連
絡
先
）

等
の
変
更
を
す
る
場
合

　

原
則
添
付
書
類
は
不
要
で
す
。
複
数
の
学

校
を
設
置
し
て
い
る
学
校
法
人
等
が
法
人
情

報
（
代
表
者
や
法
人
所
在
地
等
）
を
変
更
す

る
と
き
は
、
一
括
処
理
し
ま
す
の
で
代
表
校

か
ら
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

学
校
情
報
（
学
校
所
在
地
や
連
絡
先
住
所

等
）
の
変
更
は
、
学
校
番
号
ご
と
に
報
告
し

て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
が
遅
れ
る
と
資
格
確

認
書
等
の
郵
送
に
時
間
を
要
す
る
等
、
加
入

者
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

速
や
か
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
設
置
状
況
に
よ
り
必
要
書
類
が
異

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
私
学
共

済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私
学
共
済
事
業
の
ご
案

内
▼
資
格
と
掛
金
等
▼
学
校
等
設
置
・
変
更

に
か
か
る
手
続
き
〕を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

業
務
部
　
資
格
課

学
校
の
設
置
・
変
更
等
を

し
た
と
き
の
手
続
き
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令和 7年 2月 1日　第 3 2 6 号

共
済
業
務

　

任
意
継
続
加
入
者
制
度
と
は
、
退
職
後
原

則
２
年
を
限
度
と
し
て
、
短
期
給
付
と
福
祉

事
業
（
一
部
を
除
く
）
を
利
用
で
き
る
制
度

で
す
。

◆
利
用
で
き
る
事
業

◦�

短
期
給
付
事
業

　

�

加
入
者
期
間
中
と
同
様
で
す
。

　

�

資
格
喪
失
後
の
傷
病
手
当
金
や
出
産
手
当

金
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
場
合
を
除

き
、
休
業
給
付
は
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

◦�

福
祉
事
業

　

�

貸
付
け
と
積
立
貯
金
等
以
外
は
、
利
用
で

き
ま
す
。

注�　

年
金
等
給
付
は
継
続
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

60
歳
未
満
の
人
は
市
区
町
村
で
国
民
年
金

の
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
加
入
の
要
件

　

退
職
の
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
と
１
日
以

上
加
入
者
で
あ
っ
た
人

　

次
の
人
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

◦�

４
月
１
日
に
採
用
さ
れ
、
翌
年
３
月
31
日

に
退
職
し
た
人

◦��

退
職
前
１
年
以
内
に
任
意
継
続
加
入
者
で

あ
っ
た
人

◦�

退
職
時
に
75
歳
以
上
で
あ
る
人

◆
加
入
で
き
る
期
間

　

退
職
日
の
翌
日
か
ら
最
長
２
年
間

　

た
だ
し
、
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
適
用
と
な
る
た
め
、
２
年

の
満
了
前
で
も
自
動
的
に
資
格
喪
失
し
ま
す
。

◆
加
入
申
し
出
の
手
続
き

　

退
職
の
日
か
ら
20
日
以
内
に
、
学
校
法
人

等
を
通
し
て
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資

格
喪
失
報
告
書
DL
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

３
月
31
日
退
職
者
に
限
り
「
事
前
受
付
」

（
10
頁
参
照
）
を
利
用
で
き
ま
す
。

注�　

任
意
継
続
掛
金
と
国
民
健
康
保
険
の
保

険
料
を
比
較
す
る
場
合
、離
職
の
理
由（
解

雇
・
雇
い
止
め
等
）
や
前
年
の
所
得
の
額

に
よ
っ
て
国
民
健
康
保
険
料
が
軽
減
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
市
区
町

村
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
加
入
申
し
出
の
注
意

　

健
康
保
険
制
度
で
は
、
加
入
の
優
先
順
位

が
あ
り
ま
す
。

　

任
意
継
続
加
入
申
し
出
を
し
た
人
が
、
退

職
日
の
翌
日
か
ら
他
の
健
康
保
険
等
へ
被
保

険
者（
本
人
）と
し
て
加
入
す
る
場
合
は
、
任

意
継
続
加
入
の
取
り
下
げ
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
他
の
健
康
保
険
等
の
被
扶
養
者

と
な
る
場
合
や
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る

場
合
は
、任
意
継
続
加
入
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

申
し
出
を
取
り
下
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
任
意
継
続
加
入
者
と
し
て
加
入
し
、

掛
金
を
納
付
し
た
後
に
資
格
喪
失
の
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
等
の
送
付

　

任
意
継
続
加
入
の
資
格
取
得
処
理
後
、
届

け
出
住
所
宛
て
に「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」、�

「
任
意
継
続
掛
金
納
付
通
知
書
」及
び
「
任
意

継
続
加
入
者
の
し
お
り
」等
を
送
付
し
ま
す
。

　

加
入
者
証
等
の
廃
止
前
か
ら
加
入
者
で

あ
っ
た
人
が
任
意
継
続
加
入
者
に
な
っ
た
場

合
は
、
一
律
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を

送
付
し
ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い

な
い
人
は
、
別
途
「
資
格
確
認
書
交
付
・
再

交
付　

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
再
通
知　

高

齢
受
給
者
証
再
交
付
申
請
書
DL
」に
よ
り「
資

格
確
認
書
」
の
交
付
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　

な
お
、
在
職
中
の
「
加
入
者
証
」、「
加
入

者
被
扶
養
者
証
」
及
び
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
や
「
高
齢
受
給
者
証
」
等
は
必
ず
学
校

法
人
等
が
回
収
し
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

任
意
継
続
期
間
中
の
掛
金

　

任
意
継
続
期
間
中
は
、
任
意
継
続
掛
金

（
40
歳
以
上
65
歳
未
満
は
介
護
分
掛
金
を
含

み
ま
す
）
を
全
額
自
己
負
担
し
ま
す
。

　

掛
金
額
は
、
退
職
時
の
標
準
報
酬
月
額
又

は
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
額
（
令
和
７
年
度

は
、
６
年
度
と
同
額
の
38
万
円
）
の
う
ち
い

ず
れ
か
少
な
い
額
を
基
に
算
出
し
ま
す
。

◆
任
意
継
続
掛
金
の
納
付
方
法

　

納
付
方
法
は
、
毎
月
納
付
（
口
座
振
替
含

む
）・
半
期
ご
と
の
前
納
・
年
度
末
ま
で
の

一
括
前
納
が
あ
り
、
前
納
に
は
割
引
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

本
人
宛
て
に
送
付
す
る
納
付
通
知
書
（
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
専
用
用
紙
）
で
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

か
ら
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

毎
月
納
付
（
口
座
振
替
含
む
）
を
選
択
し

た
人
に
は
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
等
の

送
付
時
に
「
預
金
口
座
振
替
依
頼
書
・
自
動

払
込
利
用
申
込
書（
３
枚
組
）」
を
同
封
し
ま

す
の
で
、
口
座
振
替（
毎
月
28
日
振
替
）を
希

望
す
る
場
合
は
、手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
の
開
始
月
は
、
手
続
き
完
了
後

に
送
付
す
る
「
任
意
継
続
掛
金
口
座
振
替
開

始
に
つ
い
て
（
連
絡
）」
に
記
載
し
て
あ
り

ま
す
。
口
座
振
替
開
始
ま
で
は
必
ず
納
付
通

知
書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限
ま
で
に
掛
金
の
納
付
が
な
い
場
合

は
、
任
意
継
続
加
入
者
の
資
格
喪
失
又
は
資

格
取
得
の
取
り
消
し
と
な
り
ま
す
。

　

納
付
が
な
く
保
険
診
療
を
受
け
て
い
た
場

合
、
無
資
格
受
診
と
な
り
ま
す
。

　

任
意
継
続
の
資
格
取
得
月
と
同
月
内
に
75

歳
に
到
達
し
た
と
き
や
、
同
月
内
に
他
の
健

康
保
険
等
に
加
入
し
た
と
き
は
、
そ
の
月
の

掛
金
は
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

異
動
・
脱
退（
資
格
喪
失
）の
手
続
き

　

登
録
情
報
（
氏
名
・
住
所
・
口
座
等
）
の

変
更
や
、
２
年
満
了
・
75
歳
到
達
以
外
で
の

脱
退
に
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。
必
要
書
類

等
の
詳
細
は
、本
人
宛
て
に
送
付
す
る「
任
意

継
続
加
入
者
の
し
お
り
」で
確
認
で
き
ま
す
。

任
意
継
続
加
入
者
制
度
の
ご
案
内

業
務
部　

資
格
課
・
掛
金
課
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共
済
業
務

　

加
入
者
の
特
定
健
康
診
査
は
、
学
校
法
人

等
が
実
施
す
る
定
期
健
康
診
断
の
結
果
を
私

学
事
業
団
へ
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
施

し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

令
和
６
年
度
特
定
健
康
診
査�

（
事
業
主
健
診
等
）　
結
果
の
提
出
期
限

　

令
和
６
年
度
の
特
定
健
康
診
査
の
結
果

デ
ー
タ
（
６
年
４
月
１
日
～
７
年
３
月
31
日

受
診
分
）
の
最
終
提
出
期
限
は
、
７
年
５
月

15
日
で
す
。
定
期
健
康
診
断
が
終
了
し
た
学

校
法
人
等
は
、
提
出
期
限
に
か
か
わ
ら
ず
速

や
か
に
結
果
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

最
終
提
出
期
限
ま
で
に
特
定
健
康
診
査
の

結
果
デ
ー
タ
を
提
出
し
な
か
っ
た
場
合
は
、

当
該
年
度
の
情
報
提
供
通
知
や
「
特
定
保
健

指
導
利
用
券
」
を
送
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
提
出
の
詳
細
は
、

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私
学
共
済
事
業

の
ご
案
内
▼
福
祉
事
業
▼
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
▼
特
定
健
診
に
関
す
る
事
務

手
続
き
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

注�　

学
校
法
人
等
か
ら
の
特
定
健
康
診
査
に

関
す
る
記
録
の
写
し
等
の
デ
ー
タ
提
供
に

つ
い
て
は
、「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
」
第
27
条
及
び
厚
生
労
働
省

令
（
平
成
19
年
第
１
５
７
号
）
第
14
条
に

基
づ
く
も
の
で
す
。

◆
実
施
率
の
目
標
達
成
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

定
期
健
康
診
断
の
結
果
を
提
出
す
る
こ
と

は
、
国
が
定
め
た
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施

率
の
目
標
達
成
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
目
標
を
達
成
す
る

と
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
に
よ
る
医
療
費
削

減
に
寄
与
す
る
他
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
の

負
担
軽
減
に
よ
る
短
期
給
付
分
掛
金
率
の
抑

制
に
も
な
り
ま
す
。
増
大
す
る
医
療
費
の
適

正
化
を
図
る
た
め
、
特
定
健
康
診
査
等
は
さ

ら
な
る
実
施
率
の
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。対

象
者
の
都
合
に
合
わ
せ
た
特
定
保
健

指
導
の
受
診
方
法
の
ご
案
内

　

特
定
保
健
指
導
は
、
本
事
業
団
が
契
約
を

締
結
し
て
い
る
医
療
機
関
等
に
、
加
入
者
自

身
が
予
約
し
出
向
い
て
利
用
す
る
方
法
だ
け

で
な
く
、「
学
校
訪
問
型
」
と
し
て
、
専
門
ス

タ
ッ
フ
を
学
校
法
人
等
へ
派
遣
し
、
空
き
教

室
等
を
使
用
し
て
受
診
す
る
こ
と
や
、
ｚ
ｏ

ｏ
ｍ
な
ど
を
利
用
し
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
で

受
診
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

◆
「
学
校
訪
問
型
」
の
特
定
保
健
指
導

　

対
象
者
の
移
動
の
時
間
や
予
約
の
手
間
が

省
け
る
だ
け
で
な
く
、
学
校
法
人
等
が
自
校

の
健
康
経
営
の
一
環
と
し
て
、
対
象
者
の
把

握
や
受
診
状
況
の
把
握
が
で
き
る
等
、
メ

リ
ッ
ト
が
多
い
と
大
変
人
気
で
す
。
希
望
す

る
学
校
法
人
等
は
、
次
の
特
定
保
健
指
導
機

関
へ
直
接
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
東
京
近
郊

の
学
校
法
人
等
へ
は
、
直
営
病
院
の
東
京
臨

海
病
院
に
て
対
応
が
可
能
で
す
。

◦
問
い
合
わ
せ
先

①
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ヘ
ル
ス
サ
ポ
ー
ト
（
株
）

電
話
：
０
３
―
５
２
０
９
―
８
５
５
３

担
当
：
平
尾
・
松
村

時
間
：（
平
日
）10
時
～
12
時
、
14
時
～
17
時

②
東
京
臨
海
病
院　

健
康
医
学
セ
ン
タ
ー

電
話
：
０
３
―
５
６
０
５
―
８
８
２
２

時
間
：（
平
日
）
9
時
～
16
時
半

◆
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
に
よ
る
特
定
保
健
指
導

　

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
は
、

対
面
よ
り
内
容
が
伝
わ
り
に
く
い
面
も
あ
る

も
の
の
利
便
性
が
高
い
た
め
、
利
用
者
数
が

年
々
増
え
て
い
ま
す
。
東
京
臨
海
病
院
や

（
株
）
Ｊ
Ｍ
Ｄ
Ｃ
に
お
い
て
行
っ
て
い
ま
す
。

◦
予
約
方
法

①
東
京
臨
海
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【
健
康

医
学
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内
▼
私
学
共
済
加
入

者
向
け
オ
ン
ラ
イ
ン
特
定
保
健
指
導
を
行
っ

て
い
ま
す
】の
ペ
ー
ジ
か
ら
予
約
で
き
ま
す
。

②（
株
）Ｊ
Ｍ
Ｄ
Ｃ
は
、対
象
者
が
Ｐ
ｅ
ｐ�

Ｕ�

ｐ
に
利
用
登
録
す
る
と
、
特
定
保
健
指
導
の

バ
ナ
ー
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
当
該
ペ
ー
ジ
よ

り
初
回
面
談
の
予
約
が
で
き
ま
す
。

６
年
度
特
定
保
健
指
導
利
用
券
の�

有
効
期
限

　

６
年
度
の
特
定
保
健
指
導
利
用
券
の
有
効

期
限
は
、
７
年
７
月
31
日
で
す
。
有
効
期
限

内
に
初
回
面
談
を
受
け
る
よ
う
、
対
象
者
へ

の
利
用
勧
奨
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
特
定
保
健
指
導
の
利
用
期
間
中
に

退
職
等
で
加
入
者
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
、

利
用
券
の
有
効
期
限
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

時
点
で
特
定
保
健
指
導
は
中
止
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
任
意
継
続
加
入
者
に
な
る
場

合
は
、特
定
保
健
指
導
の
継
続
は
可
能
で
す
。

被
扶
養
者
等
の�

特
定
健
康
診
査
の
受
診
勧
奨

　

被
扶
養
者
の
特
定
健
康
診
査
の
受
診
券

（
セ
ッ
ト
券
）
は
、
加
入
者
の
自
宅
宛
て
に

送
付
し
て
い
ま
す
。
６
年
度
分
の
特
定
健
康

診
査
受
診
券
（
セ
ッ
ト
券
）
の
有
効
期
限
は
、

７
年
３
月
31
日
で
す
。

　

５
年
度
の
特
定
健
康
診
査
の
実
績
で
は
、

受
診
券
を
使
用
し
た
被
扶
養
者
及
び
任
意
継

続
加
入
者
（
そ
の
被
扶
養
者
を
含
む
）
は
約

３
万
６
０
０
０
人
で
、
実
施
率
は
37
・
４
％

で
し
た
。
こ
の
率
は
、
被
扶
養
者
等
の
実
施

率
目
標
で
あ
る
60
・
０
％
を
下
回
っ
て
い
る

も
の
の
、
前
年
に
比
べ
、
０
・
９
ポ
イ
ン
ト

上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

学
校
法
人
等
か
ら
も
、
加
入
者
に
向
け
て

被
扶
養
者
の
受
診
を
勧
奨
し
て
い
た
だ
き
、

加
入
者
と
と
も
に
被
扶
養
者
の
健
康
づ
く
り

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
の
結
果
デ
ー
タ
の
提
出
期
限
と

特
定
保
健
指
導
の
利
用
の
お
願
い

福
祉
部　

保
健
課



①令和７年３月中に任意継続加入期間が満了する人
　３月上旬に、「任意継続加入期間満了のお知らせ」と
国民健康保険等へ加入する際に必要となる「資格証明書」
を任意継続加入者の届け出住所宛てに送付します。
②７年４月以降引き続き任意継続加入期間のある人
　３月上旬に、７年度分の「任意継続掛金納付通知書」
を任意継続加入者の届け出住所宛てに送付します。口座
振替の人には掛金額のお知らせのみ通知します。
③�７年度中に満75歳になり、後期高齢者医療制度の対
象となる人
　75歳の誕生日（資格喪失日）の属する月の前月分まで
の「任意継続掛金納付通知書」を送付します。75歳の誕
生月以降は、広域連合に後期高齢者医療制度の保険料を
納付することになります。
　また、誕生月の前月に事前連絡書及び75歳未満の被扶
養者が国民健康保険等に加入する際に必要となる「資格
証明書」を任意継続加入者の届け出住所宛てに送付しま
す（「資格証明書」は、被扶養者の有無にかかわらず、
すべての人に送付します）。
� 【業務部　資格課・掛金課】

　掛金等や貸付金の定期償還金の納付には、事務負担の
軽減にも役立つ指定預金口座からの自動引き落としが大
変便利です。掛金等や貸付金定期償還金を払込取扱票 

（払込通知票）により納付している学校法人等は、「預金
口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出すること
で指定預金口座からの自動引き落としに変更できます。
　申込書は私学事業団又はガーデンパレス共済業務課
に、電話又はFAXで請求してください。なお、掛金等
と貸付金定期償還金は申込書が別ですので、それぞれ提
出してください。
　また、ゆうちょ銀行の払出証書で給付金等を受け取っ
ている学校法人等は、「短期給付金・貸付金・積立貯金
受取金融機関口座等申出書DL」により、金融機関の指
定預金口座での受け取りに変更をお願いします。

【財務部　経理第二課】

任意継続加入者への
掛金納付通知書等の送付

口座振替・口座送金にご協力ください

　時機に応じた私学共済制度に関する情報を分かりやす
く説明し、絵画・健康・旅行・パズル応募など加入者の
皆様に興味を持っていただける記事も掲載しています。
　私学共済ホームページ〔私学共済事業のご案内▶刊行
物▶加入者向けの刊行物▶加入者向広報「共済だより　
レター」〕で閲覧できます。５月・７月・10月・１月の
月初に、私学共済ホームページに掲載しますので、加入
者への周知をお願いします。

【広報相談センター　広報班】

　３月３日（月）送金分は２月14日（金）が申込締め切
り日となります。締め切り日（毎月15日・月末）が土・
日曜日又は休日のときは順次繰り上がりますので注意し
てください。� 【福祉部　貯金・貸付課】

レターデジタル版を
加入者にご案内ください

貸付けの申込締め切り日に
注意してください

共済事業本部
〒113 - 8441　東京都文京区湯島1-7-5
☎03（3813）5321（代表）
電話照会の際は、学校記号番号、加入者番号が
確認できるものをお手元にご用意ください。

共済業務

３日（月） 貸付  送金

６日（木） 貸付  １月分定期償還期限

10日（月） 貯金  払込期限（必着）

14日（金） 貸付  ３月３日送金申し込み・任意償還申出締め切り

20日（木） 貯金  送金

25日（火）
貸付  送金
貯金  払戻・解約請求締め切り
積立共済年金  脱退申出等締め切り

28日（金）

掛金等  １月調定口座振替（自振校のみ）
貸付  ２月分定期償還口座振替（自振校のみ）
掛金等  １月調定納期限
貸付  ３月24日送金申込締め切り

月の共済業務スケジュール2

３日（月）
資格  事前受付開始
貸付  送金

６日（木） 貸付  ２月分定期償還期限

10日（月） 貯金  払込期限（必着）

14日（金） 貸付  4月2日送金申込・任意償還申出締め切り

月の共済業務スケジュール3

私学事業団ホームページ　https://www.shigaku.go.jp/
助成業務　https://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　https://www.pmac.shigaku.go.jp/（私学共済ホームページ）
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　令和６年度の寄付金配付申請は、３月５日（水）を締
め切り（必着）とします。年度内に寄付金の配付（送金）
を必要とする場合は、期限までに配付申請書類の提出を
お願いします。配付の対象となる寄付金は、原則として、
受領書が発行された寄付金の範囲内となっていますので
ご留意ください。
　寄付金受領日は、寄付金が私学事業団に着金した日付
となりますが、３月末は寄付金の受け入れが集中するた
め、受領書発行に時間を要することをあらかじめご了承
ください。
　なお、寄付金は、原則学校がとりまとめて振り込みま
す。寄付者の決算日などの都合により、やむを得ず寄付
者から本事業団へ直接振り込みをする必要がある場合に
は、トラブル防止の観点から、必ず本事業団まで事前の
ご相談をお願いします。
　　　　　　　　　【助成部　寄付金課】
　　　　　　　　　　�☎03（3230）7317・7318
　　　　　　　　　　�Eメール　kifukin@shigaku.go.jp

　令和６年度学校法人基礎調査にご協力いただいた高等
学校・中等教育学校・中学校・義務教育学校・小学校を
設置する学校法人に、令和６年度版「今日の私学財政（高
等学校・中学校・小学校編）」（CD-ROM）を１月末に
送付しました。
　財務分析など学校経営の参考としてご活用ください。
　　　　　� 【私学経営情報センター　私学情報室】
� ☎03（3230）7846～7848　　　　
　　　� Ｅメール　center@shigaku.go.jp

受配者指定寄付金
寄付金配付申請書類等の取り扱い

令和６年度版「今日の私学財政（高等学校・
中学校・小学校編）」を送付しました

　助成業務の学校法人等向け貸付金にかかる元金・利息
の償還については、契約締結後に送付した「償還年次表」
及び後日送付する「貸付金返済期日のご案内（払込通知
書）」を参照のうえ、払込指定期日までに私学事業団指
定口座に入金してください。
　払込指定期日を過ぎますと、その翌日から支払日（本
事業団の口座に入金された日）までの期間について、延
滞金が発生しますのでご注意ください。
　また、償還金の振り込みに当たっては、次の点に留意
してください。
①�　「貸付金返済期日のご案内（払込通知書）」の「振込
依頼書」を使用し、電信扱いにしてください。
②�　インターネットバンキング等を利用する場合は、「振
込依頼書」に記載の法人番号と法人名を通信欄に入力
して、お振り込みください。
③�　償還金は、設置学校ごとに分割して振り込まず、必
ず学校法人単位で一括してお振り込みください。
※�令和６年度（３月15日ご返済分）より、学校法人が希
望される場合、預金口座振替（金融機関自動引き落と
し）により、貸付金をご返済いただけるようになりま
した。詳しくは下記までお問い合わせください。
※�私学事業団ホームページ〔助成業務のご案内▶融資▶
貸付金にかかるご返済について（令和７年３月分）〕
も併せてご確認ください。
※�共済業務における積立貯金・加入者向け貸付事業につ
いては、取り扱い及び担当部署が異なりますので、ご
注意ください。
　　　　　　　　　　【融資部　融資課】
� ☎03（3230）7871～7874�　　　
� Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

助成業務の貸付金にかかる償還のご案内
（令和７年３月分）

私学振興事業本部
〒102 - 8145
東京都千代田区富士見1-10-12
☎03（3230）1321（代表）

助成業務

表紙写真を募集しています
　「月報私学」では、毎月さまざまな学校からの応募により、表紙写真を掲載しています。
　日常の学生、生徒、園児の活動や行事等記念に写した写真を本誌の表紙に飾ってみませんか。
　詳しくは、私学事業団ホームページ〔広報誌・刊行物一覧▶月報私学▶表紙写真募集〕をご覧ください。
　皆様からのご応募をお待ちしています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【企画室】

　☎03（3230）7810・7811
Ｅメール　kikaku@shigaku.go.jp

令和 7年 2月 1日　第 3 2 6 号
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校舎や園舎、体育館など耐震化はお済みですか？校舎や園舎、体育館など耐震化はお済みですか？
旧耐震基準で建設された校舎・園舎の建て替え事業（耐
震改築）や、防災（耐震）機能強化の補助金対象となっ
た改修事業（耐震改修）に、私学事業団の融資をご利用
いただくと、一定の要件を満たした場合、国の利子助成
が受けられます。
利子助成は二つのパターンがあります。

耐震化以外の校舎、園舎などの建築や土地の購入、機器
備品の購入なども融資の対象となります。施設設備の整
備計画の際にぜひ事業団資金の活用をご検討ください。

※�事業を行う学校の種類や事業内容等により、利子助成の対象になるか、
またどちらのパターンになるかが決まります。

※�融資金利が0.5％以下の場合、パターン①の４年目以降、パターン②の
全借入期間の利子助成は行われません。

※�利子助成率の上限は大学等2.1％、高校・幼稚園等1.6％、専門学校・各種�
学校は0.5％です。

■主な事業と融資金利（令和７年１月現在）

主な事業内容
返済期間（据置年数含む）

30年以内 20年以内 10年以内 ６年以内

校（園）舎などの
建築・用地取得

年％ 年％ 年％ 年％

2.20 1.70 1.20 1.10
寄宿舎などの
建築・用地取得 2.30 1.80 1.30 ―

園バスや備品
などの購入 ― ― 1.20

（5.5年以内）

1.00
※�返済期間が30年以内（21年以上）の融資は、原則として融資契約額が10億円�
以上の場合にご利用いただけます。
※�金利は毎月見直しています。なお、金利は融資契約時点の金利が適用され、
償還完了までの固定金利となります。

問い合わせ先（私学振興事業本部）

融資部融資課　☎03（3230）7862～7864、7866～7868
Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

本格京会席コース

１泊２食（１名様）� 14,000円・15,100円・16,300円
取扱期間：通年（年末年始・繁忙期を除きます）
・京都市宿泊税200円を含みます。
※お食事（昼食・夕食）のみのコースもあります。
　詳しくは白河院にお問い合わせください。

１泊２食（２名１室／１名様）� 14,500円〜
取扱期間：通年（年末年始を除きます）
・宿泊室は洋室と和室から選べます。
・２名様からご予約を承ります。

アニバーサリープラン

夕食（イメージ）　

庭園（京都市指定名勝）　

夕食は葉山牛サーロイン陶板焼き、刺身５点盛りのほか、デザートが
「特製デザートプレート」になった特別な日に最適な宿泊プランです。

〒606-8333　京都市左京区岡崎法勝寺町16　☎075（761）0201
JR「京都」駅前市バスターミナルＡ-１番乗り場、阪急「京都河原町」駅・京阪「三条」駅
から市バス５号系統「銀閣寺・岩倉」行きバスで「岡崎法勝寺町」下車、すぐ前

宿泊プランは、夕食のグレードによって３種類用意しました。
和の趣きあふれる雅な京会席で、冬の味覚をお楽しみください。

葉　山　 相
そう

　洋
よう

　閣
かく

京　都　 白
しら

　河
かわ

　院
いん

〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口2040-1　☎046（875）7300
JR「逗子（ずし）」駅前バスターミナル２番乗り場からバスで「長者ヶ崎」下車、徒歩3分

詳細は私学事業団ホームページをご覧ください
https://www.shigaku.go.jp/s_yushi_menu.htm融資事業のご案内融資事業のご案内

宿泊施設のご案内宿泊施設のご案内 私学共済ホームページから
宿泊予約ができます。


